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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　国際協力事業団はベトナム社会主義共和国関係機関との討議議事録（R／D）等に基づき、ベトナ

ム食品工業研究所強化計画に関する技術協力を平成14年９月６日から開始しています。今般、本

プロジェクトの本格的展開にあたり、その進捗状況や問題点の調査を行い、プロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）、活動計画（PO）などを作成するためにプロジェクト関係者と協議を行

うことを目的に、平成15年３月15日から22日まで当事業団農業開発協力部畜産園芸課 大沢 英生

を団長とする計画打合せ調査団を現地に派遣しました。

　本報告書は、同調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後における本プロジェク

トの実施にあたって広く活用されることを願うものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を表しま

す。

　平成15年３月
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第１章　運営指導調査の概要第１章　運営指導調査の概要第１章　運営指導調査の概要第１章　運営指導調査の概要第１章　運営指導調査の概要

１－１　運営指導調査団派遣の経緯と目的

　ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）では農村部の貧困削減を最重要課題として農

業を重視しており、農業生産の安定的増大、農産物の多様化による経営基盤の安定を推進すると

ともに、これらを原料とする食品加工業の振興にも努めている。食品加工業は農産物の付加価値

を上げて新たな市場をつくりあげ、農家の所得向上にも寄与する。しかし、ベトナムでは食品加

工の基本となる食品分析技術や品質管理技術及び加工技術が未熟であり、近年、隣国から大量に

輸入される安い外国食品に押され気味である。また、ベトナムの食品加工企業のほとんどは従業

者数の少ない中小企業であり、国内で品質の良い食品を生産するための技術援助に対するニーズ

は非常に高いといえる。

　こうした状況から、ベトナム政府は、1998年８月に同国の中小企業を対象とした食品産業の振

興と農村の所得向上を図るためには、まず食品研究開発に係る人材育成の強化が必要であるとし

て、ハノイにある食品工業研究所（Food Industries Research Institute：FIRI）への技術協力を我

が国に要請してきた。

　これを受けて当事業団は、1999年12月に基礎調査、2000年10月に短期調査、2001年11月に第２次

短期調査を実施したうえで、2002年４月に実施協議調査団を派遣し、討議議事録（Record of

Discussions：R／D）及びミニッツの署名・交換を行い、2002年９月６日から５か年にわたる「ベト

ナム食品工業研究所強化計画」のプロジェクトが開始された。

　本調査団は、プロジェクト開始後半年以上経過したことから、以下の目的で派遣された。

（１） プロジェクトの進捗状況及び問題点の把握を行ったうえで、これについての解決策を関係

者と協議する。

（２） R／D署名時に策定したプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に基づき、より具

体的なPDM及び活動計画（Plan of Operations：PO）をプロジェクト側と協議・検討する。

（３） PDMを活用した、プロジェクトの運営管理、評価方法についてプロジェクト関係者と協議・

検討を行う。

１－２　調査団の構成

担当分野 氏　名 所　属
団長／総括 大沢　英生 国際協力事業団　農業開発協力部畜産園芸課　課長
食品分析／微生物 飯野　久和 昭和女子大学大学院　生活機構研究科　教授
計画管理 木梨　陽子 国際協力事業団　農業開発協力部畜産園芸課　職員
通　訳 高橋　和泉 （財）日本国際協力センター　研修監理員
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１－３　調査日程

　期間：2003年３月15日～22日

１－４　主要面談者

〈ベトナム側〉

（１） 計画投資省（Ministry of Planning and Investment：MPI）

Dr. Ho Quang Minh Deputy Director General, Foreign Economic Relations Dept.

（２） 工業省（Ministry of Industry：MOI）

Mr. Phan Trong Tiem Deputy Director General, International Cooperation Dept.

Mr. Ngo Anh Dung Expert, International Cooperation Dept.

（３） 食品工業研究所（Food Industries Research Institute：FIRI）

Dr. Vu Thi Dao Director

Dr. Le Duc Manh Vice Director

Dr. Nguyen Thi Hoai Tram Vice Director

Ms. Tran Thi Chau Head of Planning Scientific and International Cooperation Dept.

日順 月　日 曜日 移動及び業務 滞在地

１ ３月15日 土 16:05　大沢団長　ハノイ着
 9:50　成田（JL731）→香港（VN791）→ハノイ

２ ３月16日 日 13:30　JICAベトナム事務所にてプロジェクト専門家との打合せ

３ ３月17日 月 10:30　計画投資省（MPI）とのプロジェクト支援体制についての協議
13:00　在ベトナム日本大使館訪問
14:30　食品工業研究所（FIRI）との打合せ
15:00　プロジェクトに対するPDMについての説明
16:30　工業省（MOI）とのプロジェクト支援体制についての協議
16:05　飯野団員　ハノイ着

４ ３月18日 火  8:30　カウンターパート（C／P）とのPDM・PO、モニタリング・
　　　 評価についての協議
14:00　FIRI各研究室訪問・調査

５ ３月19日 水 終日　 C／PとのPDM・PO、モニタリング・評価についての協議

６ ３月20日 木  8:00　関係者と最終ミニッツ案、PDM、POに係る協議
16:00　在ベトナム日本大使館報告
17:00　JICAベトナム事務所報告

７ ３月21日 金  9:00　合同調整委員会（C／Pの各担当者からPDM、PO、モニタリン
　　　 グ、評価方法の出席者への説明・質疑応答）
　　　 ミニッツ署名・交換

ハノイ

８ ３月22日 土 11:10　ハノイ発（VN790）→香港→20:35 成田着（JL732）
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Dr. Nguyen Thi Minh Hanh Head of Starch & Sugar Dept.

Dr. Nguyen Thi Du Head of Biotechnology Dept.

Dr. Vu Nguyen Thanh Deputy Head of Microbiology Dept.

Dr. Du Lan Huong Food Analyze and Assessment Dept.

〈日本側〉

（１） 在ベトナム日本大使館

菊森　佳幹 二等書記官

（２） JICAベトナム事務所

金丸　守正 所　長

戸川　正人 次　長

西宮　康二 援助調整員

（３） JICA専門家

斉藤　正路 チーフアドバイザー

永野　年明 業務調整員

高河原　勇 微生物利用

浅沼　健太 分析技術
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第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約第２章　要　約

　本運営指導調査団は、2003年３月15日から22日までの日程でベトナムのハノイを訪問し、現地

調査及び活動計画に関する各関係機関との協議を行った。その結果、本プロジェクトの詳細計画

をPDM、POに取りまとめた。これらの計画は３月21日に開催された合同調整委員会で承認されて

ミニッツに取りまとめられ、FIRI所長と本調査団長との間で署名を交換した。

　主な調査及び協議事項は以下のとおりである。

（１） 活動計画の策定

１）　PDMの策定

　当初、プロジェクトから提案のあった修正PDM案は、試験分析結果を保証するラボラト

リー保証制度の導入や、輸出振興につながる可能性のあるHazard Analysis Critical Control

Point（HACCP）のセミナーなど、当初Food Industry Research Institute（FIRI）側で独自

に実施すべき事項としていた活動項目が追加されていた。また、食品衛生に係る分析項目が

極端に多いなど、R／D時のPDMと異なる点があった。

　本調査団の出発前に日本側で、R／D時のPDMと比較しながら、国内支援委員会や各省か

らのコメントを参照し、かつプロジェクト側の案も生かしたJICA本部案を作成し、本調査

に臨んだ。

　本調査の協議にて、プロジェクトチーム（日本人専門家及びベトナム側C／P）とPDM及び

POの策定を行い、その合意に至った。しかし、今般のプロジェクトからの修正案では

R／D時の活動計画に対する修正及び追加機材の要望が大変多かったことから、以下の２点

を調査団からプロジェクトに説明した。

①　JICAの協力は、FIRIにおける様々な活動（食品工業の政策策定、研究、研修、事業の

実施等）の、あくまでも一部を担うものである。さらに、FIRI自身は今後も長い将来にわ

たって活動を行うが、JICAの協力は５年間と限られたものであることから、プロジェク

ト活動もFIRIのオーナーシップが発揮されることが重要である。

②　PDMの「プロジェクト目標」「上位目標」「活動」は、R／D時に日本・ベトナム側双方が同

意していて、本来は変更できないものであり、変更の際は明確な理由づけが必要であると

ともに、日本・ベトナム側双方の関係機関の同意が必要である。

　しかし、プロジェクト目標については、R／D時には「FIRIの食品加工技術開発、及び認

証に係る機能が強化される」であったが、FIRIに認証機関としての機能がなかったことが判

明したため、「FIRIの食品加工技術開発能力、及び認証に必要な情報を提供する機関として
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の機能が強化される」へと変更した。

　なお、認証機関の認定は科学技術環境省（MOSTE）が決定しており、食品の安全と衛生の

認証については保健省（MOH）が権限を有している。それに対し、FIRIは主に食品加工のプ

ロセスにおける分析を実施し、保健省に必要な技術支援を行っている。これらベトナムにお

ける食品に関する機関の役割分担については明確になっていない部分も多いとのことである

が、本プロジェクトの活動成果をいかにベトナム国内で生かしていくかを考えるうえでも、

その正確な組織実態の把握が必要である。

２）　POの策定

　POについても、今般合意したPDMに基づいて協議を行ったが、①特定の分野のみを詳細

に項目立てるのではなく、プロジェクト活動全体として各分野をバランスよく実施するこ

と、②最大の目的は食品に係る分析技術を加工分野へ応用すること、③セミナー・ワーク

ショップ等の講義指導が過大とならないようにすることなどを提言した。

（２） 活動の進捗状況について

　プロジェクト開始後、半年が経過していたものの、プロジェクト活動は十分に行われていな

かった。プロジェクト活動を軌道に乗せるためには、プロジェクトチーム内（日本人専門家と

C／P、及び専門家チーム間）のコミュニケーションの改善が不可欠である。さらに、専門家は

C／Pの技術向上のためにFIRIの現状（技術レベル、施設、消耗品の数等）を理解し、現場で手

取り足取り指導する必要がある。また、プロジェクト活動として分析分野だけでなく、微生物・

酵素分野にもバランスよく力点を置くべきである。さらに、中小食品加工企業でこれらの技術

が実用化されるためにも、改善された技術をいかに加工分野に応用するかの知見を養成するこ

とが肝要である。

（３） 共同ラボラトリー（Common Laboratory）構想について

　現在、FIRIでは共同ラボラトリー構想があり、2003年度中に食品分析実験室及び微生物実

験室が設置される予定である。これによって、現在、別々の研究室に置かれているFIRI側が

購入した機材や、JICAからの供与機材が共同で利用できるようになる。このことは各研究室

側の研究内容の重複を避けるとともに、プロジェクト活動を円滑にして各研究室の連携を高め

るのに貢献するものと考えられる。共同ラボラトリーへの設置機材の種類、及び活動の連携に

ついては、今後、関係者間での協議が必要である。
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第３章　暫定実施計画の進捗状況第３章　暫定実施計画の進捗状況第３章　暫定実施計画の進捗状況第３章　暫定実施計画の進捗状況第３章　暫定実施計画の進捗状況

３－１　協力分野別進捗状況

　本プロジェクト開始前に実施された国内支援委員会では、施設・設備並びに研究用消耗品等に

関する「研究所の現状把握」及び「その環境のなかで、できることから進めていく」ことが方針として

協議された。今回の計画打合せでは、この視点に沿った進行状況に主眼をおいて調査を行った。

これについては、本プロジェクト開始時に付属資料３.に示すような構想から実施されるものと考

えたことを付記する。

　FIRIには13研究室と１支所がある。2002年の実施協議調査団報告書（p.86、Table 4-3）を参照す

ると、Microbiology、Enzyme Utilization、Quality Control、Starch、Beverage Technology、

Food Technology & Nutrition、Biotechnologyの７部門がプロジェクト対象部門となることが予

定されていたが、これにPlanning Scientificを加えた計８部門がプロジェクト対象部門となった。

他部門との関係は付属資料４.に、また、専門家の活動概況は付属資料５.に示した。

　プロジェクトの具体的な活動は、専門家による実習を伴わない分析技術情報の提供による分析

技術移転、HACCPセミナー、食品加工・酵素利用技術セミナー、Laboratory Assuranceセミ

ナー、ビール・果汁飲料工場調査等であった。FIRI内活動としてはアルコール飲料５種、果汁飲

料７種のアルコール含量（蒸留法による比重計測定）、糖度（Brix）、水分（赤外線水分計）の３項目

について複数の研究室に測定させるにとどまり、実質的な活動の形跡は認められなかった。

　上記の理由としてはガラス器具・試薬の不備があげられた。しかし、この点については専門家

派遣前から十分に予想されており、「現況でできることから始める」点が強調されていたにもかか

わらず、なされていたことは情報提供にとどまる技術移転とセミナー開催であった。また、各研

究室での活動状況把握のために訪問した際に同行した専門家自身からは、十分に現状把握ができ

ていないとみられる発言もあり、現実的にはC／Pの研究室レベルでの活動がなされていないこと

がわかった。現場での積極的な研究への取り組みがみられないことは、今後の進捗を危惧するも

のである。特にFIRI研究者の研究力あるいは研究に必要な技術向上には再教育（実習）が必要だと

考える。「共に現場（研究室）で過ごす」ことから始める人間関係の構築より、総合的な組織としての

研究力・技術力の向上が望まれる。

　しかしながら、共同ラボラトリー構想が日本側から提案され、FIRI側からこの設置に向けて具

体的な行動があったことは評価される。しかし、同構想が日本側投入機材用の部屋、あるいは専

門家がC／Pを指導するためだけの研究室とならないよう、その他の研究室においてもFIRI研究者

との親密な人間関係の構築に努力すべきである。

　R／D署名時のJICAベトナム事務所長所感の「プロジェクトは生きものである」から、その実施計

画を再検討することに時間を費やすことは必然である。しかし、実際はかなりの期間が経過して
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おり、その活動実績から判断すると、活動自体にはあまり進展が認められないとの評価をせざる

を得ない。

（１） 主要農産物加工食品の品質特性の分析

　農産物加工食品のカテゴリーが多岐にわたることはいうまでもないが、FIRIと密接な関係

にある中小業種、余剰農産物の利用、あるいはベトナム独自の農産物の利用を踏まえた加工食

品の創成を見据えて、品質特性の分析をするための農産物加工食品のカテゴリーを決定すべき

ものと考える。

　この点を踏まえてプロジェクトチームに聞き取り調査を行ったところ、農産物加工食品は多

岐にわたることから、ベトナムで生産される農産物加工食品を網羅的に把握するという活動は

プロジェクト完了後に可能となるとの回答があり、したがって、ターゲットの選択及びその品

質特性等の把握はまだなされていないとのことであった。一方、実態把握のための調査に要す

る時間は１年でも足りないとのプロジェクトの認識があることから、今後は関係者間での十分

な話し合いのうえ、早急な対応が必要である。

　四半期報告による品質特性分析としては、アルコール飲料５種、果汁飲料７種のアルコール

含量（蒸留法による比重計測定）、糖度（Brix）、水分（赤外線水分計）の３項目について複数研

究室による測定を行い、約70項目の分析を行って特性分析としていた。しかし、今回の調査

時にはこれらについての報告はなかった。

（２） 微生物及び酵素に係る基礎・応用技術の移転

　微生物のもつ多様性をうまく利用するためには、微生物の生理機能を理解し、応用工業に向

けた効率的な選別が必要となる。

　アジアモンスーン地域にあり、発酵食品の源流とされる中国雲南に隣接する多民族国家のベ

トナムには、多様な伝統的発酵食品があるものの、経済・流通環境の変化によって急速に消失

しつつある。ベトナムの伝統的な食品は独自の手法によって保持された微生物資源を多く有す

ることから、これらの遺伝子資源が消失する前の調査が重要となる。これによって単に微生物

の分離を意味するだけではなく、そのなかの有用微生物の確保及び酵素生産微生物の分離・選

別も同時に可能となる。

　また、微生物分離・同定・管理といった手法は、担当研究者レベルの把握を含め、実施計画

策定の目安となること、またこれらの培地・培養といった技術は特に高価な消耗品を必要とせ

ず実施も可能であることから、本プロジェクトの計画にとって重要なコンポーネントである。

特にFIRIにおける微生物分野は、カルチャー・コレクション、応用微生物、酵素利用等が大

きな部分を占めていることから、この分野における活動は比較的容易であると考えられる。
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　微生物分野においても、食品分析分野と同様に共同ラボラトリー構想があるが、これにかか

る経費を考えた場合、研究室の増設等の新たな高額負担が見込まれる。しかし、現有の施設に

おける活動を再考し、その費用の消耗品等への転化が可能であればより有効的であると考え

る。現状では微生物衛生管理に積極的に取り組む意思表明があまりみられないが、この分野の

多くは既に確立された手法が多くあり、大学レベルでは学生実験で実施されていることを考慮

すると、カルチャー・コレクション分野に積極的に取り組んで活動すべきであると考える。

　これらの観点から、現況の進捗状況の聞き取り調査を行ったが、C／Pからは、研究室での

具体的な活動実績は把握できなかった。

　一方、応用技術に関しては、ビール・ワインのセミスターター、サイクロデキストリン生産

法、サイクロデキストリン・グルコノトランスフェラーゼ生産法のセミナー、乳酸生産法、フ

ルーツワイン生産法のセミナー開催が活動実績として把握された。

　なお、現在、FIRIでは本プロジェクトとは別に、国家委託研究としてサイクロデキストリ

ン及び乳酸生産についての研究が実施されている。

（３） 成分・品質分析に係る基礎・実用技術の移転

　食品の分析項目は、一般分析から微量分析、化学的分析、機器分析、バイオアッセイなど多

数の項目があり、これに農産物加工食品群を付加した場合、その累計は大変な数となる。その

ため、分析項目設定は非常に重要であり、計画実施のためにその設定は急ぐべき課題だといえ

る。

　プロジェクトチームの話によると、550冊にも及ぶベトナム規格（TCVN）の完訳を待って

ターゲットを絞るということであったが、これは５年間というプロジェクトの時間的制約から

みて難しく、少なくとも現在FIRIで日常的に行われている加工食品に関する分析、あるいは

研究分野における分析を把握することから早期にスタートし、また、現有研究環境及び機器等

で可能な分析法を模索し、専門家等の講習による技術移転を進めるなどの努力が必要となる。

　現在、ベトナム国内に流通する加工食品のうち、国内産あるいは東南アジア産の食品表示等

をリストアップするなどして、成分・品質分析としての最低遂行項目の設定及びその実施を試

みることも一案である。しかし、現有する分析技術の向上については実施されていない印象が

あった。

　プロジェクトチームとの協議のなかでHACCP、GLP、CODEX等がしばしば話題にのぼっ

たが、本プロジェクトでは単なる情報としてとらえるにとどめ、「できることから実施する」と

いう原点に立って効率的な運営に立脚すべきであり、特に本プロジェクトの裨益対象とする農

産物食品加工企業は中小レベルであることを念頭に置くべきである。

　我が国も食品加工企業は多様であり、先端的な研究所を備えた企業から、家内加工企業の域
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を出ない小企業まであり、必ずしもすべてが先端的手法による成分・品質分析業務を行ってい

るわけではない。特に各種団体の編纂する分析テキストには、非常にプリミティブな手法から

機器分析まで羅列的に記載されていることは好例であり、分析業務への投資費用の多寡、求め

られる分析レベル（％、ppm、ppb 等）により、おのずとその手法は選択されるものである。

しかし、真の分析者としての立場からはどのような手法であっても再現性が問われ、かつ研究

所という組織では個人間格差のない、すなわち人為的誤差のない分析結果が求められるもので

ある。この点からは品質特性分析のアルコール飲料５種、果汁飲料７種のアルコール含量（蒸

留法による比重計測定）、糖度（Brix）、水分（赤外線水分計）等の複数研究室による測定は、そ

の分析力把握には好材料であるものの、個人間格差による分析能力評価のみに使用されたこと

は残念である。少なくとも分析標準者としての専門家による分析データとの比較から再現性評

価、あるいは分析者個々の手技、スキーム・チェックを含めた活動、すなわち専門家から実技

を伴う再教育がなされることが必要であるが、このような観点からの活動はほとんどされてい

ない。また、試薬等の不足によって満足な分析もできないことから、進捗状況もはかばかしく

ないとのこともあったが、10月期にはこの点が判明したものの、試薬等の手配が２月期にな

るなど、現地サイドとの連携にも問題があると考えた。

　しかしながら、成分・品質分析については、設定した分析ターゲットのみにかかわるつもり

であること、またこれにかかる必要消耗品・機材の調達が完了して初めて活動が開始されると

いった感があったことから、現況のFIRIにおける日常分析項目等の把握並びに分析技術の把

握は十分に行われていないと思われる。

　当該項目に関する活動実績に関して聞き取り調査を行ったが、現状のFIRIの日常の成分・

品質分析業務についても具体的な回答がなく、実際に行われたことは、実技を伴わない分析手

法を技術移転したことと、そのほかにHACCP関連、Laboratory Assurance（研究室管理基準）

等のセミナー及び加工食品工場調査等であった（付属資料５.参照）。

　また、分析ターゲットの設定にはTCVNの完訳が必要であり、550冊に及ぶ膨大な量から分

析項目を抽出するには長時間が必要で、これが完了してから分析業務がスタートすることにな

るとの発言もあることからも、今後の進展を危惧するものでる。

　なお、特にその項目設定には、プロジェクトチーム内の合意が必要である。

　現在、ベトナムでは食品行政に関する業務は科学技術環境省が主体であり、TCVNの実際の

認証あるいは分析業務等の主体は保健省が担っており、ベトナム国内の３か所に分析支援セン

ターを建設することも決定している。既にこのような組織があり、その委員としてFIRI側か

らの参加が不明であることを考えると、すべての成分・品質分析を研究対象とするのではな

く、FIRIの得意分野である加工食品群に特化した分析業務の設定が急がれる。
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（４） 中小食品加工企業に対する技術指導方法の改善

　FIRIをコンサルタントとする傘下の中小食品加工企業に対する技術指導としては、対象加

工食品群によって要求される技術が異なることが予想されるが、現在までに実施されたのは

HACCP関連セミナーのみである。これは加工技術者としての専門家不在とのとらえ方もある

ものの、プロジェクトの経過時間を考慮すると、そうとは一概にいえないことである。しか

し、加工技術者の多くは原料特性把握、加工技術評価あるいは加工工程・衛生管理にも明るい

ことから、物性・官能評価をも含めた加工技術にも明るく、研究的素養ももった専門家の投入

についても考慮すべきものと判断する。

３－２　建物／施設

　FIRI内に専門家の執務室が準備され、ファックス、コピー機などの事務用品がベトナム側によっ

て用意された。2003年度からベトナム側でFIRIの建物の増改築工事を実施しており、３年後には

完成予定である。それに伴ってFIRI内に共同ラボラトリーを設置する計画があり、食品分析実験

室及び微生物実験室の２つの実験室を新しく準備予定である。これまでFIRIの研究室間では連携

がほとんどなく、それぞれの研究室が独自の研究を実施しているために研究内容が重複している

こともあり、日本側の供与機材が一研究室のみの使用にとどまるおそれがあった。そのため、プ

ロジェクト開始時に日本人専門家から、この共同ラボラトリーの設置に関する提案がなされた。

当初、この共同ラボラトリーは日本側からの供与機材の設置を目的としたものであったが、日本

側供与機材のみならず、ベトナム側で購入予定の機材も配置することを日本側から申し入れた。

これによって各研究室間の連携もとられるようになることが期待される。

３－３　専門家派遣

　長期専門家４名（チーフアドバイザー、業務調整、微生物利用、分析技術）が2002年９月６日か

ら派遣されているが、専門家間の連携不足がみられる。また、FIRI内の研究室間の連携を深める

ためにも専門家は担当分野での指導にとどまらず、各分野との連携が望まれ、また、ベトナムの

食品加工制度を見据えた技術指導を行っていく必要がある。2003年度からは短期専門家の派遣も

開始されるが、派遣に際してはプロジェクトチームの意向だけでなく、本部及び国内支援委員会

をはじめとした本邦関係機関との綿密な打合せを行い、プロジェクト活動に必要な分野での派遣

が望まれる。

３－４　研修員受入れ

　2002年度は、FIRI前所長（当時所長）、FIRI副所長及びFIRI現所長に対し、日本国内における食

品の品質管理、規格管理及び食品行政についての理解を深めてもらうことを目的として、FIRIに
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おける運営管理能力の向上のための視察型研修を実施した。

　また、アルコール発酵（2003年２月25日～５月25日）、食品分析評価（2003年３月13日～６月14日）

の分野にて、C／P２名が研修を実施中である。その他、JICA中国国際センターで2003年１月14日

～３月22日の日程にて実施された集団研修「食品加工・保全技術Ⅱ」に、本プロジェクトのC／P２

名が参加した。

３－５　機材供与

　2002年度供与機材として車両、高速液体クロマトグラフ、原子吸光光度計を供与したが、これ

らの運用に必要なスペアパーツ及びメンテナンスについては、ベトナム側が負担していく必要が

ある。2003年度は、既にプロジェクトチーム側から要望のあった供与機材の内容について、今回

の調査団にて策定した活動方針に基づいて見直すこととし、現在、プロジェクトにて再検討中で

ある。その他、携行機材を含む機材リストについてはミニッツのANNEX６を参照のこと。

３－６　ローカルコスト負担事業

　FIRI側の機材とそのスペアパーツ、及び試薬等の消耗品の負担能力はまだ整っておらず、引き

続きベトナム側はこれらの予算確保のために努力する必要がある。また、今回ベトナム側から予

算執行計画が提出されなかったが、今後、プロジェクトに必要な機材等の購入の際は、関係者間

での協議を行う必要がある。
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第４章　活動計画第４章　活動計画第４章　活動計画第４章　活動計画第４章　活動計画

４－１　実施体制

〈他機関との連携〉

　現在、他機関との連携はほとんど行っていないが、ベトナム国内の他機関の食品管理制度に関

する情報には常に着目していく必要がある。現在、ベトナムで食品認証機関としての認定を受け

ている組織は保健省（MOH）であり、食品基準を設定する権限は科学技術環境省（MOSTE）にある

ことから、プロジェクト目標達成のためには、これらの省の動きにも注意し、今後、プロジェク

ト活動が進むにつれて連携をとっていく必要性も考えられる。また、現在、保健省所管で世界保

健機関（WHO）とアジア開発銀行（ADB）による食品衛生プロジェクトが実施されており、2003年に

食品衛生安全条例を策定予定である。なお、保健省には2000年度にJICAからの特別医療機材供与

によって機材供与が実施されており、これらの機材を有効活用する予定とのことである。

　本プロジェクトのなかでも食品の衛生管理、安全性・衛生項目の分析についての技術指導を行っ

ていく予定であり、保健省における活動との重複がないよう留意する必要がある。また、今後、

プロジェクトでベトナム国内の食品制度、食品加工関係機関の動向をチェックしていくことは極

めて重要である。

４－２　プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

　調査前にプロジェクトから提出のあったPDMの修正案では、HACCP等R／D時の計画になかっ

た活動項目が追加されていたり、修正内容が全体的に応用面にシフトして活動の項目設定が細か

すぎたりするなどの傾向がみられた。しかし、本調査ではR／D署名時に作成した暫定PDM案に基

づいて議論を重ねて、PDMを作成し、合意した（付属資料２.参照）。

　協議の概要は以下のとおりである。

（１） 上位目標

　上位目標については、R／D時のものと変更はない。中小食品加工企業の裨益を目的とし、

最終的には農村の振興につながっていくとの認識は、プロジェクト関係者間で共有されていた

と思われる。

（２） プロジェクト目標

　プロジェクト目標については、R／D時には「FIRIの加工技術開発能力の強化」に加えて、

「FIRIの認証機関としての機能が向上する」とあった。これは、前回の調査団時にFIRIは認証

機関である、という日本・ベトナム側双方の認識があったためである。しかし、実際にはFIRI
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には認証の権限がないことが判明したため、このままのプロジェクト目標では事実誤認がある

との認識から、やむを得ずプロジェクト目標を変更することとした。FIRIは認証機関ではな

いものの、FIRIの果たすべき役割としては、必要な情報を提供し、認証機関に分析データを

活用してもらう機関としての技術力の向上をめざすこととし、プロジェクト目標を「認証に必

要な情報を提供する機関としての機能が強化される」と変更した。なお、この情報とは食品の

分析結果及び評価結果等を指す。

（３） 成　果

　成果の項目数はR／D案どおり４項目とすることとした。

　成果１については「major processed foods and farm products」と農産物を意識していたも

のを、「major processed foods」と１つにまとめた。成果２については、R／D時案と変更はな

かったが、成果３の表記については、FIRIに認証の機能がないことが明らかになったのに伴

い、変更を余儀なくされた。成果４については、中小加工企業に対して技術指導する内容を

「technical guidance in the quality control and food processing」と具体的に記載するように

した。

（４） 活　動

　成果につながる４つの活動のうち、当初プロジェクトからの案では、活動３において食品の

安全性に関する分析技術項目が詳細に記載されており、他の活動とのバランスが悪くなってい

た。そのため、これを削除し、基礎的な技術力の向上が当面の活動となるよう設定した。

４－３　活動計画（PO）

　協議によって策定したPDMに基づき、次にPO案を作成した（付属資料１．ミニッツANNEX２

参照）。各活動に対する投入機材については、今後、活動の進捗状況をみながら決定していくこと

とし、記載しないこととした。また、活動の担当者についても、当初のプロジェクト案では各活

動項目に対して担当者の記載があったものの、各活動は相互に関連しており、連携が必要なこと

と、担当者が該当項目のみを実施するにとどまってしまい、研究室間の連携を阻害するおそれが

あるため、特に記載しないこととした。また、活動のなかに実態把握のための調査及びベトナム

規格（TCVN）の英訳がある。活動を実施するうえで現況を正確に把握する必要性は否定できない

が、調査についてはコストバランスを十分考慮して、その他の活動についても、現在の情報でで

きることについては実態調査と同時進行で進めていくことが望まれる。
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４－４　年次活動計画（APO）

　今回承認されたPDM及びPOに基づき、プロジェクトにて2003年４月中にAPO（Annual Plan of

Operation）案を作成することを確認した。後日、プロジェクトから案を取り付け、検討の結果、

本内容にて承認することとなった（付属資料６.参照）。

４－５　活動のモニタリングについて（付属資料１．ミニッツANNEX３参照）

　プロジェクトでは、２週間に１度のTop Meeting、１か月に１度のProgress Meetingを実施し、

プロジェクト活動の進捗状況のモニタリングを実施していくこととした。

　また、６か月に１度、C／Pと共同で作成することになっている進捗状況報告書を提出し、JICA

ベトナム事務所及びJICA本部にてプロジェクト活動のモニタリングを行う。

　なお、今回の調査団ではプロジェクト活動が必ずしも計画どおりに進んでいないことが判明し

たことから、その後の事務所及びプロジェクトとの話し合いの結果、当面の間、１か月に１度、

プログレスレポートを提出してもらい、プロジェクト活動のモニタリングを行うこととなった。
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第５章　プロジェクト実施上の課題第５章　プロジェクト実施上の課題第５章　プロジェクト実施上の課題第５章　プロジェクト実施上の課題第５章　プロジェクト実施上の課題

５－１　運営面の課題

（１） FIRIの機能

　プロジェクト実施機関であるFIRIは、R／D時には認証機関としての機能を有していると認

識されていたが、その後、今回の調査の事前準備でFIRIに最終確認した結果、実は認証機関

ではないことが判明した。この結果、プロジェクト目標を変更せざるを得ない事態となった。

実際にはベトナム国内の食品分野全般におけるFIRIの位置づけは、限定的である。FIRIは食

品の加工プロセスにおける品質改善のための機関であり、食品の安全と衛生に特化した業務に

ついてはあくまで保健省の担当である。本プロジェクト目標の達成のためには、個々の活動の

進捗により、FIRIの実力を強化することによってベトナムの食品加工分野における相対的な

地位を向上させる必要がある。

（２） 専門家チーム内のコミュニケーション不足

　専門家がチームとして機能しておらず、相互に補完するという関係はこれまで築かれていな

い。今後、リーダーのリーダーシップ発揮及び個々の専門家に対して改善が求められる状況で

ある。本部としては、当面、事務所を通じてモニタリングを実施していくこととしたい。

（３） 専門家チームとベトナム側とのコミュニケーション不足及び現場レベルでの活動不足

　本調査によってプロジェクトによるFIRI内の現状把握が十分になされていないことが判明し

た。機材ありきではなく、「あるもので、できることから指導する」との考え方を専門家から伝

えてもらい、JICA本部からもきめ細かなモニタリングを実施していく予定である。本プロジェ

クトの活動は、少なくともFIRIの設備環境によっては制約を受けることが開始前から理解され

ていたことであり、また、国内委員あるいはこれまでの調査団にて事前に現地の状況を承知し

ていたことから、それを活動できないことの理由とするべきではない。こういったことは派遣

前の国内支援委員会でもその理由としてあげられることを心配した面もある。そのため、「でき

ることからやる」という原点に立脚した活動を行う必要がある。例え高額の分析機器を投入した

としても、水の問題、試薬等の消耗品の問題、共同利用研究室の問題等をあげ、実質的な活動

を機材投入及び設置を実報告として良いとすることは望ましくない。この意味から、プロジェ

クト遂行の端緒となる部分について、強力な指導あるいは改善等の対策をとる必要がある。

　本プロジェクトの目的は、FIRIの研究環境における課題設定、あるいは研究遂行能力等の

向上であり、組織としての研究所の総合的機能強化が図られて初めて最終的な「研究所強化」に

至るものであることから、専門家間の相互理解に基づく連携、並びにFIRI研究者との密接な
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人間関係が構築されて円滑に進められるべきである。現状では専門家間で十分な話し合いがも

たれず、プロジェクトチームとしても必ずしも良好な人間関係が構築されていないことから、

引き続き改善が望まれる。

（４） FIRIのローカルコスト負担について

　消耗品及び先方負担の機材調達については、今後ともFIRI側の努力を求めていくが、日本

側の投入との関連で、無駄な調達がなくなるように事前の調整を励行する。

（５） 国内支援委員会との連携の不足

　短期専門家の人選やC／P研修員受入れにおいて、国内支援委員会の支援は不可欠である

が、この点について専門家チームの認識が不足している部分があり、機会をみつけては指導し

ているところである。

５－２　技術上の課題

　既述のとおり、機材不足の現況においても、「できることから始める」という方針の下で、実施

できる計画を策定し、再教育を含めた活動を実施していくことが重要である。特に、分析技術に

ついては、日本人専門家が標準的実験者となって活動を行うことが重要であり、これによってFIRI

の必要とする技術の抽出、現有技術の改善のみならず、新技術移転も円滑に根づくものと考えら

れる。

　現状ではFIRI研究者の日常活動も十分にできておらず、また、その要因を設備・備品・消耗品

等の研究環境の未整備に起因するものとしているきらいがある。これは現況でもできる業務に取

り組む姿勢に乏しいためである。具体的な研究ターゲットを早期に設定し、基礎的分野への貢献

から総合的な技術力の向上を「共に歩む」ことにより、めざすべきである。このことから、共同ラ

ボラトリー構想では、高額分析機器の共同利用の推進のみならず、各研究室に分散して現有する

未使用の分析機器の共同利用をも視野に入れた構想が必要であり、再教育を含む実技修練が早期

に求められる。

　現状ではプロジェクトがFIRIにおける再教育の必要性を理解していないことから、C／P受入

れ、短期専門家派遣、並びに機材投入等について改めて詳細に検討することが必要である。

　加工食品の種類の違いはあるものの、加工技術者にとって加工原料の把握（成分・品質）、加工

技術工程の品質からの評価、最終加工食品の品質評価等は必然的要素であり、同様に微生物分野

においても、分離・同定・保存あるいはスクリーニング等は一体的に遂行でき、かつ衛生的な部

分も同時に担当できることから、これに係る再教育・実技教授等を実践していくことが望まれる。



付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

１．ミニッツ（PDM、PO英文含む）

２．PDM（仮和訳）

３．プロジェクト構想

４．FIRI ORGANIZATION CHART

５．活動進捗状況（分析技術分野、平成14年度第３四半期報告書抜粋）

６．APO案（本案にて後日承認）
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